
Title 明治初年における二、三の拷問廃止論 : 続･明治法制史料雑纂 (九)
Sub Title Some assertions on the abolition of torture in the early Meiji era
Author 手塚, 豊(Tezuka, Yutaka)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1966

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.39, No.2 (1966. 2) ,p.87- 94 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19660215-0087

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

　
　
　
　
　
　
　
続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
九
）

手

塚

豊

　
か
つ
て
私
は
、
本
誌
第
二
十
五
巻
十
一
、
十
二
月
合
併
号
に
、
「
明
治
初
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
拷
問
制
度
1
そ
の
廃
止
過
程
の
一
研
究
」
と
題
す
る
一
文
を
発
表
し
た
．

こ
れ
は
、
徳
川
時
代
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
存
続
し
た
明
治
の
拷
問
制
度
が
、
ど
の

よ
う
な
過
程
を
経
て
廃
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
論
考
で
、
私
は
、
明
治
十
二
年
十
月
八
日
太
政
官
布
告
第
四
十
二
号
を
以

て
、
拷
問
制
度
が
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
る
に
至
つ
た
立
法
史
的
過
程
を
追
究
し

た
の
み
で
な
く
、
か
の
有
名
な
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
拷
間
廃
止
意
見
書
並
に
建
白

書
（
明
治
八
年
）
を
は
じ
め
、
そ
の
前
後
の
頃
に
、
日
本
人
有
識
者
に
よ
つ
て

唱
え
ら
れ
た
廃
止
意
見
の
い
く
つ
か
も
、
紹
介
、
検
討
し
た
．
こ
の
論
考
を
発

表
し
て
か
ら
す
で
に
十
三
年
の
歳
月
が
す
ぎ
去
つ
た
。
そ
の
間
、
私
は
そ
れ
ら

に
関
す
る
若
干
の
新
し
い
資
料
に
接
す
る
機
会
を
も
つ
た
．
例
え
ば
、
法
務
図

書
館
所
蔵
「
細
川
潤
次
郎
文
書
」
（
吾
園
叢
書
）
の
中
に
、
従
来
不
明
と
さ
れ

て
い
た
明
治
八
年
七
月
十
五
日
元
老
院
へ
下
付
さ
れ
た
拷
問
廃
止
の
議
案
と
覚

　
　
　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

し
き
法
令
案
が
、
若
干
の
附
属
法
令
案
と
共
に
存
在
す
る
こ
と
を
見
付
け
、
ま

た
、
明
治
初
年
に
拷
間
廃
止
論
を
唱
え
た
日
本
人
と
し
て
は
、
私
が
前
掲
拙
稿

で
紹
介
し
た
津
田
真
道
、
楠
田
英
世
、
玉
乃
世
履
、
陸
奥
宗
光
ら
以
外
に
も
、
さ

ら
に
多
く
の
人
々
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
そ
う
し
た
意
見
を
開
陳
し
て
い
た
事

情
を
知
つ
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
数
年
前
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

誌
に
「
拷
問
廃
止
に
関
連
す
る
諸
法
律
案
」
と
し
て
発
表
し
た
の
で
、
こ
こ
で

は
後
者
を
取
り
ま
と
め
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
多
く
は
断
片
的
史

料
に
す
ぎ
ず
、
中
に
は
、
廃
止
論
の
内
容
そ
の
も
の
は
全
く
不
明
の
も
の
も
あ

る
が
、
明
治
初
期
に
お
い
て
、
誰
が
廃
止
論
を
述
べ
た
か
を
知
る
こ
と
だ
け
で

も
十
分
意
義
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
将
来
、
そ
れ
に
関
連
す
る
新

資
料
を
見
出
す
手
が
か
り
に
も
な
る
と
考
え
、
そ
う
し
た
も
の
も
敢
て
紹
介
す

る
次
第
で
あ
る
。

児
玉
淳
一
郎
の
拷
問
廃
止
建
言

八
七

（
二
〇
三
）



　
　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
．
三
の
拷
間
廃
止
論

　
明
治
五
年
十
一
月
、
当
時
太
政
官
留
学
生
と
し
て
米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
律
学
を
学
ん
で
い
た
児
玉
淳
一
郎
（
後
ち
の
大
審
院
判
事
、
貴
族
院
議
員
）
は
、

は
る
か
に
祖
国
日
本
の
正
院
に
対
し
一
通
の
建
言
書
を
提
出
し
た
．
こ
れ
は

「
献
芹
」
と
題
さ
れ
、
十
行
小
形
罫
紙
十
六
葉
（
別
に
附
図
一
枚
）
に
浄
書
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
・
）

れ
た
も
の
で
、
今
目
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
大
隈
文
書
」
の
中
に
現
存

し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
序
言
と
五
ヵ
条
の
建
言
と
か
ら
成
つ
て
い
る
が
、
建
言
の
内
容
を
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

約
す
る
と
、
e
日
本
の
三
府
七
十
二
県
は
、
小
さ
す
ぎ
る
か
ら
、
さ
ら
に
大
き

な
州
か
県
に
分
け
、
従
来
の
国
名
は
廃
止
す
る
．
⇔
東
京
府
は
県
と
同
格
の
独

立
の
も
の
と
し
、
州
あ
る
い
は
県
に
は
憲
法
そ
の
他
の
法
令
を
個
別
に
制
定
す

る
。
白
府
知
事
と
県
令
の
地
位
は
同
格
で
各
省
の
大
輔
と
同
じ
に
す
る
。
⑳
断

訟
定
獄
の
こ
と
。
㊨
人
民
に
天
賦
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ

し
て
、
拷
問
廃
止
論
は
そ
の
「
断
訟
定
獄
之
事
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　
　
断
訟
定
獄
に
は
陪
審
官
吟
味
と
称
し
た
る
規
則
を
以
て
御
裁
決
二
相
成
度

　
且
梯
人
証
物
徴
跡
を
以
て
証
拠
を
採
り
従
来
の
拷
問
ハ
御
廃
止
有
之
度
元
来

　
拷
問
と
申
す
も
の
ハ
法
官
の
律
学
二
暗
き
よ
り
生
す
る
処
に
し
て
実
に
拙
劣

　
の
処
為
に
防
り
候
而
已
な
ら
ず
聯
の
徴
跡
の
疑
処
を
以
て
拷
問
に
掛
け
誤
て

　
無
罪
の
人
を
し
て
筈
杖
の
苦
を
蒙
し
む
る
時
ハ
可
憐
泣
血
之
至
二
候
唯
に
そ

　
れ
の
み
な
ら
ず
誠
に
不
仁
の
極
と
奉
存
候
故
二
法
官
少
し
く
律
学
に
注
意
す

　
る
時
は
決
し
て
拷
問
等
ハ
無
用
二
属
し
自
ら
断
定
之
方
法
を
整
ふ
べ
し
然
ル

　
上
ハ
諸
外
国
之
人
我
国
民
同
様
二
所
定
す
る
権
を
得
候
ハ
彼
の
「
コ
ン
シ
エ

　
ル
」
裁
判
所
を
取
り
払
ひ
候
様
可
相
成
然
後
ハ
堂
々
た
る
独
立
国
の
体
裁
と

八
八

（
二
〇
四
）

　
可
謂
様
奉
存
候
也

　
津
田
真
道
の
「
拷
間
論
」
に
先
立
つ
こ
と
約
一
年
半
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
拷

問
廃
止
意
見
書
に
先
立
つ
こ
と
約
二
年
半
、
領
事
裁
判
の
撤
廃
と
関
連
し
て
拷

問
制
度
の
廃
止
と
陪
審
の
採
用
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
正
に
先
駆
的
意
見
と

み
て
よ
か
ろ
う
。二

　
末
松
謙
澄
の
拷
問
廃
止
論

　
明
治
七
年
五
月
、
津
田
真
道
の
「
拷
問
論
」
が
発
表
さ
れ
る
や
、
い
ち
早
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

東
京
日
々
新
聞
は
、
そ
の
廃
止
意
見
を
支
持
す
る
論
説
、
社
説
を
掲
げ
た
。
同

年
七
月
十
七
日
の
論
説
、
八
年
四
月
二
十
五
日
の
社
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
、
こ
れ
ら
に
は
執
筆
者
の
署
名
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
八
年
七
月
三
十
叫
日

無
題
社
説
は
、
前
二
回
と
は
異
な
り
、
末
松
謙
澄
（
後
ち
の
法
学
博
士
、
文
学

博
士
、
内
務
大
臣
、
枢
密
顧
間
官
）
の
署
名
入
り
で
、
拷
問
廃
止
論
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

　
　
拷
問
ハ
廃
ス
可
キ
ナ
リ
、
廃
ス
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
廃
ス
可
キ
ノ
理
ヲ
知
テ

　
而
シ
テ
始
テ
廃
ス
可
ラ
ザ
ル
ノ
情
ヲ
語
ル
可
ク
．
廃
ス
可
デ
ザ
ル
ノ
情
ヲ
悟

　
テ
而
シ
テ
始
テ
廃
ス
可
キ
ノ
理
ヲ
議
ス
可
キ
ナ
リ
。
拷
問
ノ
廃
ス
可
キ
ト
廃

　
ス
可
ラ
ザ
ル
ノ
区
域
ハ
抑
々
亦
難
ヒ
哉

　
　
窃
二
聞
ク
拷
問
可
廃
否
ノ
議
案
ハ
既
二
元
老
院
二
廻
リ
、
不
日
ニ
シ
テ
将

　
二
此
議
案
二
付
テ
ノ
会
議
ヲ
開
カ
ン
ト
セ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
元
老
院
ハ
、
我
皇

　
帝
棟
梁
柱
石
ノ
諸
元
老
整
然
ト
シ
テ
其
座
ヲ
占
メ
正
義
公
論
ヲ
尽
サ
ル
・
所

　
ナ
レ
バ
、
其
ノ
必
ラ
ズ
国
家
人
民
ノ
為
メ
ニ
慶
ス
可
ク
賀
ス
ベ
キ
ノ
美
果
ヲ

　
不
日
二
結
ブ
ベ
キ
ハ
、
我
輩
ガ
深
ク
自
ラ
信
ズ
ル
所
ニ
シ
テ
、
我
輩
ハ
当
下



ノ
実
況
ヲ
探
知
シ
テ
、
之
ヲ
世
上
二
報
告
ス
ル
ノ
日
ア
ル
ヲ
楽
ム
ナ
リ
。

　
然
リ
ト
錐
、
我
輩
ハ
此
実
況
ヲ
報
告
ス
ル
ニ
先
ダ
チ
、
少
シ
ク
我
輩
ガ
頭

脳
裡
ヨ
リ
浮
動
シ
来
ル
所
ノ
考
案
ヲ
陳
べ
、
以
テ
何
故
二
我
輩
ハ
、
拷
問
ハ

廃
ス
可
キ
ナ
リ
、
廃
ス
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
ト
論
出
シ
タ
ル
カ
ヲ
説
明
セ
ン
。

　
拷
問
可
廃
ノ
説
ハ
、
二
三
年
前
ヨ
リ
自
然
二
朝
野
ノ
間
二
胚
胎
シ
、
津
田

真
道
君
ガ
始
メ
テ
之
ヲ
文
字
ニ
シ
、
明
六
雑
誌
二
出
セ
シ
ヨ
リ
、
一
時
、
翁

然
ト
シ
テ
之
二
靡
キ
、
其
天
下
ノ
惨
毒
ナ
ル
コ
ト
ヲ
痛
論
ス
ル
ノ
書
ハ
、
新

聞
紙
上
二
燦
燗
タ
リ
．
今
復
タ
我
輩
ノ
長
舌
ヲ
費
サ
・
・
ル
ナ
リ
．

　
顧
フ
ニ
、
当
世
ノ
論
者
ハ
、
拷
問
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
暴
君
酷
吏
ガ
、
其
暴
酷

ヲ
遂
ゲ
ル
悪
器
ナ
リ
ト
云
フ
。
然
レ
ド
モ
、
其
始
メ
拷
問
ノ
制
タ
ル
ヤ
、
決

シ
テ
暴
酷
ヲ
遂
グ
ル
ノ
悪
器
ニ
ハ
非
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
。
其
故
ハ
、
我
国
二
於

テ
ハ
、
犯
者
ノ
自
ラ
其
罪
ヲ
白
ス
ル
ヲ
待
テ
、
乃
チ
始
メ
テ
其
人
ヲ
実
犯
ト

認
ム
ル
ノ
制
法
ア
リ
。
此
制
法
ア
ル
ガ
故
二
、
法
司
ハ
、
是
非
ト
モ
逮
捕
ス

ル
所
ノ
犯
者
ヲ
シ
テ
、
ロ
ヅ
カ
ラ
其
罪
ヲ
白
セ
シ
メ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
而
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

諸
証
既
二
具
リ
、
マ
タ
疑
フ
可
ラ
ザ
ル
モ
、
剛
復
屈
強
ノ
強
賊
ノ
如
キ
ハ
、

法
司
ガ
如
何
様
ナ
ル
手
術
ヲ
百
方
二
用
フ
ル
モ
、
敢
テ
白
セ
ズ
、
奈
何
ト
モ

シ
難
キ
ア
リ
。
是
二
於
テ
カ
、
始
メ
テ
拷
問
ノ
法
ヲ
行
フ
。
蓋
シ
其
罪
状
ノ

証
跡
ハ
既
二
明
々
白
々
ナ
リ
。
故
二
、
仮
令
其
人
ヲ
シ
テ
拷
訊
ノ
下
二
倒
レ

シ
ム
ル
モ
、
亦
妨
ク
ル
所
ナ
シ
ト
云
フ
ニ
出
ヅ
ル
ナ
リ
。
拷
問
ノ
制
ノ
主

旨
タ
ル
ヤ
此
ク
ノ
如
シ
。
暴
君
酷
吏
ガ
、
其
暴
酷
ヲ
遂
グ
ル
ノ
具
ニ
ハ
非
ラ

ザ
ル
ナ
リ
。
之
ヲ
再
説
ス
レ
ハ
、
既
二
諸
証
跡
ノ
明
白
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
シ
テ

欧
羅
巴
二
在
ラ
シ
ム
レ
バ
、
証
拠
法
ニ
ヨ
リ
已
二
実
犯
ト
認
メ
、
処
刑
セ
ラ

ル
・
位
ノ
者
モ
、
猶
一
段
ノ
労
力
ヲ
費
シ
、
其
自
ラ
白
ス
ル
ヲ
待
ツ
ナ
リ
。

　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

是
レ
拷
問
ノ
非
ナ
ル
ニ
ハ
非
ラ
ズ
．
其
自
白
ヲ
待
ツ
ノ
制
法
ノ
拷
問
ヲ
用
ヒ

ザ
ル
ヲ
得
ザ
ラ
シ
ム
ル
ノ
罪
二
出
ル
ナ
リ
。

　
然
ル
ニ
、
拷
問
ノ
制
ノ
主
旨
タ
ル
ヤ
、
此
ノ
如
ク
ナ
リ
ト
難
ト
モ
、
之
ヲ

実
用
ス
ル
ノ
法
司
ノ
其
人
ヲ
得
ザ
ル
ガ
為
メ
ニ
、
詰
リ
濫
用
ノ
弊
ヲ
来
シ
、

冤
苦
柾
死
ノ
声
ヲ
聴
ク
ヲ
免
レ
ズ
。
遂
二
拷
問
ハ
暴
君
酷
吏
ガ
用
フ
ル
所
ノ

悪
器
ニ
シ
テ
、
明
世
ノ
刑
具
二
非
ラ
ザ
ル
ノ
称
ヲ
来
シ
タ
リ
。
是
レ
固
ヨ
リ

其
所
ナ
リ
ト
云
フ
テ
可
ナ
リ
。
何
ト
ナ
k
ハ
、
善
ク
此
法
ヲ
実
用
ス
ル
ノ
人

ハ
、
今
日
ノ
法
官
ト
難
ト
モ
、
恐
ク
ハ
其
人
二
乏
シ
カ
ラ
ン
。
況
ン
ヤ
圧
制

政
府
ノ
要
路
二
立
ツ
所
ノ
法
司
二
於
テ
ヤ
、
一
点
ヨ
リ
反
覆
丁
寧
二
思
考
シ

起
セ
バ
、
拷
問
法
ノ
今
日
二
廃
セ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
ハ
、
多
言
ヲ
費
サ
ズ
シ
テ

瞭
然
タ
リ
。

　
人
或
ハ
云
ハ
ン
。
拷
問
ハ
蛮
習
野
俗
ノ
遺
物
芋
リ
。
王
政
ノ
中
ゴ
ロ
、
信

仏
ノ
一
辺
ヨ
リ
シ
テ
刑
網
一
タ
ビ
弛
ビ
マ
タ
極
罰
惨
刑
ヲ
見
ザ
リ
シ
コ
ト

ア
リ
。
武
人
政
治
二
変
ズ
ル
ニ
及
ン
デ
、
其
戦
陣
殺
伐
ノ
気
自
然
二
刑
政
上

二
移
染
シ
、
拷
訊
ノ
法
、
寛
二
不
断
ノ
刑
具
ト
ナ
リ
、
其
害
漸
ク
天
下
二
顕

ハ
レ
タ
リ
。
是
ヲ
以
テ
観
ル
時
ハ
、
拷
問
ノ
制
ハ
云
々
ト
論
ズ
ル
ハ
、
恐
ラ

ク
ハ
牽
強
附
会
ノ
説
ナ
ラ
ン
ド
。
我
輩
ハ
速
二
之
二
答
ヘ
ン
。
我
輩
ガ
論
ス

ル
所
ハ
、
理
ヲ
以
テ
云
ヒ
、
子
が
駁
ス
ル
所
ハ
形
ヲ
以
テ
云
フ
。
我
輩
ハ
未

ダ
其
敦
レ
カ
信
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
ト
錐
ト
モ
、
若
シ
以
テ
蛮
野
ノ
遺
風
二
出
ヅ

ト
セ
バ
、
拷
問
可
廃
ノ
論
ハ
益
々
其
根
拠
ヲ
固
ウ
ス
ル
ナ
リ
。

　
上
条
ノ
弊
害
ア
リ
．
加
フ
ル
ニ
マ
タ
外
国
人
ヲ
裁
判
ス
ル
ノ
権
ヲ
、
我
ガ

政
府
二
収
メ
ン
ト
ス
ル
障
碍
ノ
一
二
居
レ
ル
ヲ
以
テ
、
拷
間
ハ
是
非
ト
モ
今

日
二
廃
セ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
是
レ
我
輩
ガ
厚
ク
信
シ
テ
疑
ハ
ザ
ル
ノ
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
二
〇
五
）



明
治
初
年
に
お
け
菊
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

ナ
リ
。

　
我
輩
ハ
既
二
此
説
ヲ
取
リ
、
厚
ク
自
ラ
信
シ
、
既
ニ
シ
テ
再
思
ス
ル
ニ
及

ピ
、
未
ダ
容
易
二
廃
ス
可
ラ
ザ
ル
ノ
情
ヲ
発
見
シ
タ
リ
。
何
ヲ
カ
容
易
二
廃

ス
可
ラ
ズ
ト
云
フ
。
今
日
、
我
国
二
於
テ
ハ
未
ダ
治
罪
法
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

ト
ナ
ク
、
証
拠
法
、
信
審
法
ア
ル
コ
ト
無
シ
。
今
ニ
シ
テ
一
旦
拷
問
法
ヲ
廃

ス
ル
時
ハ
、
如
何
ニ
シ
テ
其
罪
犯
ノ
罪
ヲ
治
ス
可
キ
ヤ
。
元
悪
巨
兇
ノ
法
網

ヲ
遁
レ
、
為
メ
ニ
良
民
ヲ
害
ス
ル
ノ
大
害
ヲ
来
ス
者
ア
ラ
ソ
。
独
リ
是
レ
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
、
不
幸
ニ
シ
テ
外
国
人
二
関
渉
ス
ル
ノ
事
変
ノ
発
ス
ル
コ
ト
ア
ラ

バ
（
無
シ
ト
ハ
保
シ
難
シ
）
、
外
国
公
使
ハ
我
政
府
二
迫
リ
．
其
下
手
人
ヲ

処
刑
セ
ン
ユ
ト
ヲ
求
ム
ル
ハ
当
然
ナ
リ
。
此
時
二
当
テ
、
我
政
府
ニ
シ
テ
其

人
ヲ
獲
ズ
ン
バ
、
外
国
公
使
ハ
果
シ
テ
何
ト
カ
云
ハ
ン
。
必
ラ
ズ
ヤ
云
ハ

ン
。
日
本
政
府
ノ
裁
判
ハ
其
法
ヲ
得
ザ
ル
、
何
ゾ
甚
シ
キ
ヤ
。
此
ノ
如
ク
ン

パ
、
何
ゾ
拷
問
ヲ
用
フ
ル
ノ
愈
レ
ル
ニ
若
ン
ヤ
ト
。
平
時
二
於
テ
陽
二
拷
問

ノ
惨
ヲ
説
キ
、
之
ヲ
廃
ス
ル
ヲ
喜
ブ
ノ
声
ハ
此
際
二
至
テ
、
直
チ
ニ
叱
陀
呵

斥
ノ
怒
リ
ニ
変
ゼ
ン
。
是
レ
拷
問
法
ノ
容
易
二
廃
ス
可
ラ
ザ
ル
ノ
情
実
ナ

リ
。　

以
上
ノ
全
文
ヲ
思
考
シ
去
レ
バ
、
拷
問
ハ
理
ヲ
以
テ
廃
ス
可
キ
ナ
リ
。
清

ヲ
以
テ
廃
ス
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
然
リ
而
シ
テ
今
日
ノ
勢
二
及
ン
デ
ハ
、
到
底

理
二
拠
テ
廃
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
其
レ
理
ト
情
ト
ハ
、
此
ノ
如
ク
ノ

両
岐
二
分
レ
タ
リ
ト
云
フ
ト
錐
ト
モ
、
情
ハ
遂
二
理
二
勝
ツ
可
ラ
ズ
。
理
ト

情
ト
ヲ
シ
テ
両
ナ
ガ
ラ
相
混
和
シ
テ
相
惇
ラ
シ
メ
ザ
ル
ノ
道
ヲ
求
メ
ザ
ル
可

ラ
ズ
。
其
道
ヲ
求
メ
ン
ト
欲
セ
バ
、
廟
堂
ノ
諸
彦
ガ
必
死
ノ
カ
ヲ
費
シ
、
証

拠
法
陪
審
法
ヲ
設
ヶ
成
シ
、
人
民
ヲ
シ
テ
之
ヲ
云
フ
ヲ
楽
マ
シ
メ
（
一
向
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
二
〇
六
）

　
存
シ
マ
セ
ヌ
ハ
我
国
古
今
ノ
大
弊
ナ
リ
）
、
元
悪
巨
兇
ヲ
シ
テ
法
網
ヲ
遁
ル
・

　
所
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
。
我
皇
帝
陛
下
ノ
棟
梁
柱
石
ノ
諸
元
老
ガ
星

　
聚
ス
ル
所
ノ
元
老
院
ハ
不
日
ニ
シ
テ
拷
問
ヲ
廃
ス
ル
ノ
議
二
決
シ
、
以
テ
拷

　
間
可
廃
ノ
理
ヲ
天
下
二
示
シ
、
次
デ
証
拠
陪
審
ノ
良
法
ヲ
議
定
シ
、
以
テ
拷

　
間
不
可
廃
ノ
情
ヲ
シ
テ
一
定
二
帰
セ
シ
ム
ヘ
キ
ハ
、
我
輩
ガ
全
国
ノ
同
胞
ト

　
共
二
、
足
ヲ
践
テ
之
ヲ
見
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
ル
所
ナ
リ
（
鉤
職
点
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
　
松
　
謙
　
澄

　
末
松
は
、
八
年
一
月
以
降
、
笹
波
薄
二
あ
る
い
は
青
葎
と
い
う
筆
名
で
し
ぽ

し
ば
社
説
を
書
い
て
い
る
が
、
同
年
七
月
か
ら
は
本
名
を
使
い
は
じ
め
た
。
そ

の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
地
方
官
会
議
、
男
女
同
権
論
、
元
老
院
間
題
、
謹
議
律

な
ど
、
法
律
問
題
が
多
い
。
拷
問
論
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
．
同
年
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

月
、
彼
が
伊
藤
博
文
の
知
遇
を
う
け
て
正
院
御
用
掛
と
し
て
官
界
に
入
り
、
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

部
権
少
丞
を
経
て
、
翌
九
年
五
月
九
日
、
四
等
法
制
官
に
登
用
さ
れ
た
の
は
、

そ
う
し
た
法
律
問
題
に
対
す
る
識
見
が
た
か
く
買
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

三
　
横
田
国
臣
の
拷
間
廃
止
建
議

大
正
六
年
発
行
の
　
「
大
分
県
人
名
辞
書
」
の
横
田
国
臣
（
法
学
博
士
・
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
大
審
院
長
）
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
明
治
初
年
埼
玉
県
庁
に
奉
職
、
閑
を
以
て
夙
夜
法
律
学
を
苦
修
す
。
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

検
事
補
に
任
ぜ
ら
れ
、
拷
問
廃
止
、
治
外
法
権
撤
去
を
建
議
し
て
法
相
大
木

氏
に
認
め
ら
れ
、
検
事
、
司
法
書
記
官
に
歴
任
：
…
升
九
年
判
事
に
任
じ
大

審
院
長
に
親
補
せ
ら
れ
、
勤
続
今
日
に
至
る
（
稽
麟
）
。

、
こ
れ
が
、
何
を
典
拠
と
し
て
書
か
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
彼
が
、
司
法



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

省
に
入
つ
た
の
は
、
明
治
九
年
二
月
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
「
十
二
等
出
仕
」

で
あ
つ
て
「
検
事
補
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
間
も
な
く
検
事
補
へ
昇
進
し
た

の
は
事
実
で
あ
る
．
横
田
の
詳
細
な
官
歴
書
を
み
る
機
会
を
も
た
な
い
私
は
、

そ
の
昇
進
年
月
日
を
確
実
に
は
知
り
え
な
い
が
、
九
年
七
月
「
官
員
録
」
に
、

　
　
　
（
1
2
）

十
二
等
出
仕
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
彼
が
、
同
年
九
月
「
官
員
録
」
で
は
、

　
　
　
（
1
3
）

二
級
検
事
補
と
な
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
昇
進
は
、
同
年
七
月
か
ら

九
月
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
さ
ぎ
だ
ち
、
九
年
六
月
十
日
太
政
官
第
八
十
六
号
を
以
て
、
改
定
律

例
第
一
一
二
八
条
の
内
容
が
「
口
供
結
案
」
か
ら
「
断
罪
依
証
」
へ
変
更
さ
れ

た
．
こ
の
改
正
は
、
拷
問
廃
止
と
い
う
点
か
ら
は
、
1
そ
う
し
た
目
的
へ
向

つ
て
の
一
歩
前
進
で
あ
つ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
1
室
に
微
温
的
な
も

の
で
あ
つ
た
．
横
田
の
拷
問
廃
止
建
議
が
、
彼
の
検
事
補
時
代
に
出
さ
れ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
改
定
律
例
改
正
の
不
徹
底
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
つ
た
に

ち
が
い
な
い
。

　
い
ま
、
横
田
建
議
の
内
容
、
年
月
共
に
知
り
え
な
い
の
は
、
甚
だ
残
念
で
あ

る
。　

　
　
　
四
　
玉
乃
世
履
の
拷
問
廃
止
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
初
代
大
審
院
長
玉
乃
世
履
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
拷
問
廃
止
意
見
書
（
明
治

八
年
四
月
十
五
日
）
提
出
に
先
立
ち
、
す
で
に
早
く
か
ら
拷
問
廃
止
意
見
を
も

つ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
当
時
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
津
田
真
道
の
「
拷
間
論
」

（
明
治
七
年
五
月
）
に
も
「
玉
乃
権
大
判
事
亦
曽
テ
拷
問
ヲ
廃
セ
ン
ト
欲
ス
ル

ノ
説
ア
リ
。
其
害
ヲ
語
リ
テ
日
ク
、
若
シ
拷
間
ヲ
用
ヒ
テ
強
テ
之
ヲ
推
鞠
セ
ハ

　
　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

勲
旧
相
将
モ
我
之
ヲ
有
罪
二
陥
レ
ン
コ
ト
掌
ヲ
反
ス
ヨ
リ
易
シ
ト
」
と
述
べ
て

い
る
。
尾
佐
竹
猛
博
士
は
、
な
に
を
典
拠
と
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

玉
乃
の
拷
問
廃
止
意
見
の
動
機
は
、
広
沢
参
議
暗
殺
事
件
の
容
疑
者
が
拷
問
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

結
果
、
無
実
の
自
白
を
行
つ
た
実
状
を
み
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
れ
ら
の
点
は
、
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
、
私
の
論
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
日
本
弁
護
士
協
会
録
事
」
第
六
五
号
に
「
晴
浜
」
と
い
う
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

名
で
書
か
れ
た
「
法
曹
逸
話
」
は
、
玉
乃
の
拷
間
廃
止
意
見
に
関
連
す
る
次
の

よ
う
な
興
味
あ
る
史
実
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
拷
問
廃
止
…
…
是
れ
明
治
政
府
、
治
罪
上
の
一
大
進
歩
と
云
は
ん
よ
り
も
、

　
寧
ろ
一
大
革
新
な
り
…
…
之
を
主
唱
し
た
る
ボ
氏
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
を

　
指
す
1
手
塚
註
）
固
よ
り
功
蹟
に
相
違
な
き
も
、
之
を
断
行
し
た
る
当
路
の

　
勇
断
、
皇
に
敬
服
の
至
り
に
堪
へ
ざ
る
も
の
あ
り
。
拷
間
廃
止
の
議
は
外
人

　
ボ
氏
の
主
唱
に
係
る
は
、
人
皆
の
熟
知
す
る
と
こ
ろ
、
当
時
、
反
対
論
の
盛

　
な
り
し
も
亦
皆
人
の
知
る
処
、
而
し
て
此
の
盛
な
る
反
対
論
を
排
斥
圧
服
し

　
て
断
然
廃
止
に
決
す
る
に
至
り
た
る
も
の
、
故
玉
乃
判
事
拷
問
親
試
に
根
基

　
す
る
こ
と
は
、
知
る
人
割
合
に
少
な
き
様
な
り
。
聞
く
拷
問
廃
止
の
議
の
起

　
る
や
、
玉
乃
判
事
は
親
ら
伝
馬
町
の
獄
舎
に
就
き
、
親
し
く
拷
問
の
苦
を
試

　
む
。
獄
吏
其
意
を
解
せ
ず
、
驚
き
怪
み
て
敢
て
手
を
下
す
も
の
な
か
り
し

　
が
、
判
事
が
其
所
以
を
説
き
、
聞
か
せ
ら
れ
し
後
、
始
め
て
其
意
を
了
し
、

　
指
揮
を
奉
ぜ
し
と
云
ふ
。
判
事
拷
問
台
に
座
し
、
膝
上
例
の
抱
石
を
積
ま
し

　
む
。
一
枚
二
枚
は
我
満
せ
し
も
、
石
重
ね
て
三
枚
に
至
る
や
、
判
事
遂
に
忍

　
び
ず
、
絶
叫
し
て
日
、
措
け
、
最
早
苦
痛
に
堪
へ
ず
、
斯
の
如
く
ん
ぽ
、
人

　
悉
く
自
ら
謎
服
せ
ん
と
。
是
よ
り
翻
然
悟
る
処
あ
る
も
の
の
如
く
、
遂
に
熱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
（
二
〇
七
V



　
　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

　
心
に
廃
止
論
を
賛
し
、
反
対
論
者
を
し
て
口
を
聞
く
能
は
ざ
ら
し
む
。
拷
間

　
廃
止
の
議
、
因
て
以
て
忽
ち
決
す
と
云
ふ
。
鳴
呼
、
盛
名
の
下
、
虚
人
な
し

　
…
：
己
が
身
に
試
み
て
其
弊
を
験
し
、
断
然
、
衆
議
を
排
し
て
廃
止
に
力

　
む
。
是
れ
玉
乃
判
事
の
玉
乃
判
事
た
る
所
以
也
（
鞠
鰭
点
）
。

　
自
己
の
体
験
に
も
と
づ
く
廃
止
論
の
主
張
は
、
大
き
な
説
得
力
を
も
つ
た
と

み
て
い
い
。
惜
し
む
ら
く
は
、
そ
の
年
月
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
司
法
部
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珀
）

意
見
が
廃
止
論
に
傾
い
た
の
は
、
．
明
治
九
年
四
月
頃
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
れ
以

前
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
そ
の
記
事
の
筆
者
は
、
明
治
初
年
の
事
情
を
直
接
に
見
聞
し
た
老
法

曹
人
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
そ
れ
を
確
め
え
な
い
。

五
　
春
木
義
彰
の
拷
問
廃
止
建
議

　
法
律
新
聞
第
二
〇
五
九
号
に
、
荒
木
桜
洲
（
三
雄
）
氏
が
書
か
れ
た
春
木
義

彰
（
明
治
後
期
の
検
事
総
長
、
東
京
控
訴
院
長
）
の
伝
記
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一

　
　
（
20
）

節
が
あ
る
。

　
　
六
年
、
司
法
大
丞
島
本
仲
道
が
江
藤
司
法
卿
に
薦
め
て
、
渠
は
司
法
権
少

　
検
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
．
之
が
渠
に
取
つ
て
は
司
法
界
に
於
け
る
初
舞
台
で
あ

　
つ
た
。
：
・
八
年
五
月
一
級
判
事
補
に
更
任
、
尋
で
七
等
判
事
に
陞
り
初
め

　
て
位
記
を
賜
は
り
正
七
位
に
叙
す
．
先
是
、
渠
は
国
本
の
輩
固
は
司
直
の
確

　
立
に
在
り
と
思
惟
し
、
退
庁
の
余
暇
、
専
ら
邦
律
並
に
仏
蘭
西
法
の
講
究
に

　
没
頭
し
、
六
等
判
事
松
岡
康
毅
（
現
枢
密
顧
問
官
）
と
与
に
、
断
罪
の
口
供

　
結
案
及
び
拷
訊
に
拠
れ
る
の
弊
を
挙
げ
、
須
く
証
拠
法
に
基
く
べ
き
を
建
議

　
し
た
が
、
幸
に
立
法
部
た
る
元
老
院
の
容
る
～
所
と
為
り
、
遂
に
翌
九
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
二
〇
八
）

　
月
十
八
日
太
政
官
布
告
第
八
十
六
号
に
て
改
定
律
例
第
三
百
十
八
条
の
「
凡

　
そ
罪
を
断
ず
る
は
証
に
依
る
若
し
未
だ
断
決
せ
ず
し
て
死
亡
す
る
者
は
其
罪

　
を
論
せ
ず
」
と
改
め
ら
れ
た
（
硝
撚
）
。

　
荒
木
氏
は
、
明
治
初
年
以
来
司
法
官
と
し
て
活
躍
し
、
後
ち
に
大
審
院
判
事

に
な
つ
た
荒
木
博
臣
の
令
息
で
、
明
治
法
曹
界
に
関
す
る
秘
話
を
、
数
多
く
発

表
さ
れ
た
人
で
あ
る
．
そ
れ
ら
は
実
父
の
談
話
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
、
か
な
り
の
信
愚
性
が
あ
る
と
み
て
い
い
。

　
松
岡
康
毅
の
拷
問
廃
止
建
白
書
は
、
「
松
岡
康
毅
先
生
伝
」
に
そ
の
全
文
が

　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
私
も
前
掲
拙
稿
で
そ
れ
を
紹
介
し
た
．
こ
の
建
白
書
は
、

日
附
と
宛
名
を
欠
い
て
い
る
が
、
松
岡
伝
の
編
者
は
、
そ
れ
を
明
治
九
年
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

木
司
法
卿
（
喬
任
）
に
提
出
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　
荒
木
氏
の
前
掲
記
事
の
松
岡
康
毅
「
と
与
に
」
と
い
う
の
が
、
「
共
同
し
て
」

と
い
う
意
味
な
ら
ば
、
松
岡
建
白
書
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は

春
木
義
彰
と
の
共
同
執
筆
に
よ
る
連
名
の
も
の
で
あ
つ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
文
書
に
は
松
岡
の
署
名
も
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
．
こ
の
場
合
、
荒
木
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
八
年
元
老

院
へ
提
出
し
た
も
の
か
（
前
掲
記
事
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
）
、
そ
れ
と
も

松
岡
伝
の
考
証
の
よ
う
に
、
明
治
九
年
大
木
司
法
卿
へ
提
出
し
た
も
の
か
、
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ち
ら
が
正
し
い
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
あ
る
い
は
ま
た
、
「
と
与
に
」
と
い
う
意
味
を
、
「
時
期
を
同
じ
く
し
て
」
と

解
す
る
な
ら
ぽ
、
春
木
の
建
白
書
は
松
岡
の
そ
れ
と
は
別
に
存
在
し
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
そ
の
時
期
と
宛
名
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
問
が
の
こ

る
。



　
こ
の
よ
う
に
、
春
木
の
拷
問
廃
止
建
議
に
つ
い
て
は
、
不
明
確
な
点
も
多
い

が
、
明
治
八
、
九
年
の
頃
、
彼
が
そ
う
し
た
建
白
書
を
提
出
し
た
こ
と
だ
け

は
、
た
し
か
な
事
実
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

六
　
大
江
卓
の
拷
問
廃
止
論

　
明
治
二
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
「
帝
国
新
立
志
編
」
の
中
の
大
江
卓
（
当
時

岩
手
県
選
出
代
議
士
）
の
項
で
、
そ
の
神
奈
川
県
権
令
在
職
中
の
治
績
に
、
次

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
秘
魯
国
「
マ
リ
ヤ
ル
ヅ
」
号
売
奴
ノ
事
ア
リ
．
我
外
務
省
、
君
に
命
ジ
テ

　
裁
判
セ
シ
ム
．
君
裁
判
長
ト
為
リ
、
裁
決
最
モ
宜
シ
キ
ヲ
得
、
皆
本
国
二
帰
ル

　
ヲ
得
タ
リ
．
因
テ
売
奴
ハ
君
ヲ
以
テ
再
生
ノ
恩
者
ト
為
シ
、
清
国
政
府
亦
大

　
二
君
ヲ
徳
ト
シ
、
物
ヲ
贈
リ
テ
酬
ヘ
リ
．
時
二
明
治
五
年
。
是
レ
東
洋
外
交

　
上
二
於
テ
一
大
特
書
ス
ベ
キ
件
ナ
リ
．
君
ノ
人
権
ヲ
重
ン
ズ
ル
斯
ノ
如
シ
．

　
是
ヨ
リ
及
デ
芸
娼
妓
並
二
年
季
僕
隷
ノ
束
縛
ヲ
解
キ
、
人
身
ヲ
売
買
ス
ル
ニ

　
等
シ
キ
者
ハ
悉
ク
之
ヲ
解
放
シ
、
傭
使
ハ
必
ズ
一
年
ヲ
限
リ
、
農
工
商
徒
弟

　
ハ
七
年
ヲ
以
テ
期
ト
シ
、
其
他
妓
楼
ヲ
改
メ
テ
貸
坐
敷
ト
称
ス
ル
ガ
如
キ
、

　
皆
君
ノ
建
議
二
出
ル
ナ
リ
．
此
他
拷
問
廃
止
論
、
郡
県
論
等
、
既
二
唱
フ
ル

　
ア
リ
．
…
…
尚
地
方
官
二
就
テ
建
言
ス
ル
コ
ト
多
シ
（
繭
薦
鞘
劇
傍
）
。

　
「
大
江
天
也
伝
記
」
に
は
、
彼
が
建
言
し
た
芸
娼
妓
解
放
の
明
治
五
年
十
二

月
二
日
の
太
政
官
布
告
第
二
九
五
号
お
よ
び
県
治
条
例
そ
の
他
の
意
見
書
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
を
、
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
拷
問
廃
止
論
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ま
た
、
彼
の
回
顧
談
の
類
に
も
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
は
な
い
。
し
か

し
、
明
治
五
年
の
マ
リ
ヤ
ル
ー
ズ
号
事
件
に
際
し
、
清
国
人
苦
力
が
そ
の
船
員
か

　
　
　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ら
は
げ
し
い
拷
問
を
う
け
た
事
実
を
、
彼
は
見
聞
し
た
か
ら
、
そ
の
事
件
後
、

拷
問
廃
止
論
を
唱
へ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
．
大
方
の
御
教
示
を
乞

う
次
第
で
あ
る
．

　
（
1
）
拙
稿
「
明
治
初
年
の
拷
問
制
度
ー
そ
の
廃
止
過
程
の
一
研
究
」
・
本
誌

　
　
第
二
十
五
巻
十
一
、
十
二
合
併
号
・
一
九
八
頁
以
下
．
後
ち
に
拙
著
「
明
治
初

　
　
期
刑
法
史
の
研
究
」
（
昭
和
三
十
一
年
）
・
一
〇
九
頁
以
下
に
収
録
。
以
下
、
本

　
　
稿
の
引
用
は
拙
著
に
よ
る
．

　
（
2
）
　
拙
稿
「
拷
問
廃
止
に
関
連
す
る
諸
法
律
案
－
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
一
）
」

　
　
・
本
誌
第
三
十
四
巻
三
号
・
五
四
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
児
玉
に
就
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
最
初
の
弁
護
士
」
・
法
学
セ
ミ
ナ
i
昭

　
　
和
三
十
二
年
十
一
号
・
五
六
頁
、
筆
者
と
向
井
健
「
法
学
部
法
律
学
科
」
（
「
慶

　
　
感
義
塾
百
年
史
・
別
巻
大
学
編
」
所
収
）
・
一
頁
－
六
頁
等
参
照
。

　
（
4
）
　
「
児
玉
淳
一
郎
建
言
書
」
・
大
隈
文
書
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
）
・
＞
ω
㎝
o。

　
　
但
し
附
図
一
葉
は
散
伏
し
て
伝
わ
つ
て
い
な
い
．

　
（
5
）
　
明
治
四
年
十
一
月
頃
の
状
況
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
宮
武
外
骨
「
府
藩

　
　
県
制
史
」
・
四
九
頁
以
下
参
照
）
。

　
（
6
）
東
京
日
々
新
聞
に
社
説
欄
が
は
つ
き
り
と
設
け
ら
れ
た
の
は
、
明
治
七
年

　
　
十
二
月
二
日
以
降
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
社
説
と
み
る
べ
き
論
説
は
掲

　
　
載
さ
れ
て
い
る
。

　
（
7
）
　
西
田
長
寿
氏
は
、
同
紙
の
無
署
名
の
社
説
の
大
部
分
は
、
福
地
源
一
郎

　
　
（
桜
痴
）
の
執
筆
と
み
て
お
ら
れ
る
　
（
「
明
治
初
期
新
聞
論
説
索
引
・
東
京
日

　
　
々
新
聞
」
・
季
刊
明
治
文
化
研
究
第
三
輯
・
一
八
三
頁
）
。

　
（
8
）
森
谷
秀
亮
「
末
松
謙
澄
」
・
国
民
百
科
大
辞
典
（
富
山
房
）
第
七
巻
・
三

　
　
一
六
頁
。

　
（
9
）
　
末
松
の
官
歴
は
「
百
官
履
歴
」
（
日
本
史
籍
協
会
本
）
下
巻
・
九
一
頁
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
二
〇
九
）



　
　
　
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
問
廃
止
論

　
下
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
小
俣
懲
「
大
分
県
人
名
辞
書
」
・
一
八
三
頁
。

（
1
1
）
　
「
慶
鷹
義
塾
出
身
名
流
列
伝
」
（
明
治
四
十
二
年
）
・
三
二
四
頁
、
「
大
日
本

　
博
士
録
」
第
一
巻
（
大
正
九
年
）
法
博
之
部
・
九
七
頁
。

（
12
）
　
明
治
九
年
七
月
．
「
官
員
録
」
・
七
四
枚
表
。

（
1
3
）
　
明
治
九
年
九
月
「
官
員
録
」
・
九
二
枚
裏
。

（
1
4
）
　
玉
乃
に
就
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
の
名
裁
判
官
・
玉
乃
世
履
」
・
法
学
セ

　
ミ
ナ
ー
昭
和
三
十
四
年
三
号
・
五
〇
頁
、
拙
稿
「
岩
国
の
生
ん
だ
初
代
大
審
院

　
長
玉
乃
世
履
」
・
岩
国
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
第
三
六
号
（
昭
和
三
十
九
年
）
・
四
頁
以

下
等
参
照
．

（
1
5
）
　
「
明
六
雑
誌
」
第
七
号
・
「
明
治
文
化
全
集
」
雑
誌
篇
（
旧
版
）
・
九
〇
頁
．

（
1
6
）
　
尾
佐
竹
猛
「
明
治
陪
審
史
」
・
一
三
六
頁
。

（
1
7
）
　
前
掲
拙
著
・
一
二
四
頁
、
一
二
九
頁
。

（
1
8
）
　
晴
浜
「
法
曹
逸
話
」
・
日
本
弁
護
士
協
会
録
事
第
六
五
号
（
明
治
三
十
六

年
五
月
Y
六
〇
頁
－
六
一
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
拙
著
・
コ
ニ
五
頁
以
下
参
照
。

（
2
0
）
　
荒
木
桜
洲
「
豹
変
の
多
い
春
木
義
彰
」
・
法
律
新
聞
第
二
〇
五
九
号
（
大

　
正
十
一
年
十
二
月
）
・
一
二
頁
。
な
お
、
荒
木
氏
は
別
の
機
会
に
も
「
春
木
義
彰

　
が
同
僚
松
岡
康
毅
と
共
に
、
改
定
律
例
中
の
口
供
結
案
及
び
拷
問
の
弊
害
を
建

　
議
し
云
々
」
（
「
西
洋
の
拷
問
法
」
・
法
律
新
聞
第
二
八
〇
六
号
・
昭
和
三
年
三

　
月
・
二
〇
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
春
木
に
つ
い
て
は
、
別
に
「
前
控
訴
院
長

　
春
木
義
彰
」
（
法
律
新
聞
第
一
七
五
号
・
一
一
頁
以
下
、
第
一
七
六
号
・
一
五

　
頁
以
下
、
明
治
三
十
六
年
）
と
い
う
伝
記
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
拷
問
廃
止
論

　
の
記
事
は
な
い
。

（
2
1
）
　
大
山
卯
次
郎
「
松
岡
康
毅
先
生
伝
」
・
二
一
頁
－
二
二
頁
。

（
2
2
）
　
前
掲
拙
著
・
二
二
六
頁
、
二
二
八
頁
。

九
四

（
三
9

（
2
3
）
　
大
山
・
前
掲
松
岡
伝
二
＝
頁
。

（
2
4
）
　
提
出
し
た
年
は
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
が
、
建
白
書
の
宛
先
は
、
判
事

　
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
元
老
院
よ
り
も
大
木
司
法
卿
で
あ
る
公
算
が
大
き
い

　
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

（
2
5
）
　
藤
原
想
「
帝
国
新
立
志
編
」
・
一
五
〇
頁
．

（
2
6
）
　
雑
賀
博
愛
「
大
江
天
也
伝
記
」
（
大
正
十
五
年
）
・
二
六
八
頁
以
下
．
な
お

　
「
西
南
記
伝
」
処
載
の
「
大
江
卓
伝
」
（
下
巻
の
二
・
九
五
二
頁
以
下
）
も
、
拷

　
問
廃
止
論
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

（
2
7
）
　
「
大
江
天
也
今
昔
謂
」
（
日
本
及
日
本
人
第
八
○
八
号
・
一
四
七
頁
以
下
、

第
八
〇
九
号
・
八
四
頁
以
下
、
第
八
一
〇
号
・
七
〇
頁
以
下
、
第
八
一
一
号
・

九
四
頁
以
下
、
第
八
一
二
号
・
六
四
頁
以
下
、
第
八
一
三
号
・
七
七
頁
以
下
、

第
八
一
四
号
・
九
一
頁
以
下
、
第
八
一
七
号
・
一
一
〇
頁
以
下
、
第
八
一
九
号

　
・
九
九
頁
・
大
正
十
年
）
参
照
。

（
2
8
）
　
雑
賀
・
前
掲
書
・
一
八
○
頁
。


